
議案第６７号 

 

大口町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

平成２５年９月４日提出 

 

大 口 町 長  森     進   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）

が平成２５年３月３０日に公布され、同法による改正のうち一部のものについて、

地方税法施行令の一部を改正する政令（平成２５年政令第１７３号）が平成２５年

６月１２日に公布されたことにより、この条例の一部を改正するため必要があるか

らである。 
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大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

大口町国民健康保険税条例（昭和４１年大口町条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則第５項の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同項中「配当所得」

を「配当所得等」に改める。 

附則第８項の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同項中「法附則第３

５条の２第６項の株式等」を「法附則第３５条の２第５項の一般株式等」に、「法

附則第３５条の２第６項に規定する株式等」を「法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等」に改める。 

附則第９項を次のように改める。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第３５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場

合における第３条、第７条、第１１条及び第２６条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第２６条中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

附則第１０項及び第１１項を削り、附則第１２項を附則第１０項とする。 

附則第１３項を削る。 

附則第１４項を附則第１１項とし、附則第１５項を附則第１２項とする。 

附則第１６項中「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改め、同項

を附則第１３項とする。 

附則第１７項を削る。 
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   附 則 

１ この条例は、平成２９年 1 月 1 日から施行する。 

２ この条例による改正後の大口町国民健康保険税条例の規定は、平成２９年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２８年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
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大口町国民健康保険税条例一部改正新旧対照表 

新 旧 

附 則 附 則 

１～４ 略 １～４ 略 

  

（上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得に係る国民健康保険

税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３

３条の２第５項の配当所得等を有する場合におけ

る第３条、第７条、第１１条及び第２６条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第３１４条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、

第２６条中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３３条の２第５項

に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」

とする。 

５ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３

３条の２第５項の配当所得を有する場合における

第３条、第７条、第１１条及び第２６条の規定の

適用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係

る配当所得の金額」と、「同条第２項」とあるの

は「法第３１４条の２第２項」と、同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得の金額」と、第２６

条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３３条の２第５項に規定

する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

  

６・７ 略 ６・７ 略 

  

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

（株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３

５条の２第５項の一般株式等に係る譲渡所得等を

有する場合における第３条、第７条、第１１条及

び第２６条の規定の適用については、第３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３５条の２第５項に規定

する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３

５条の２第６項の株式等に係る譲渡所得等を有す

る場合における第３条、第７条、第１１条及び第

２６条の規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第３５条の２第６項に規定する

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」と、
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新 旧 

と、同条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の

２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第２６条中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」とする。 

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第６

項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第２６条中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第６項

に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

  

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保

険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越

控除に係る国民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３

５条の２の２第５項の上場株式等に係る譲渡所得

等を有する場合における第３条、第７条、第１１

条及び第２６条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５条の２の２第５

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第３１４

条の２第２項」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３５条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第２６条中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２の２第５項に規定する

上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被

保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第３

５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適用

を受ける場合における附則第５項の規定の適用に

ついては、同項中「上場株式等に係る配当所得の

金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得の

金額（法附則第３５条の２の６第１１項又は第１

５項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）」とする。 

  

 １０ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第

３５条の２の６第１５項の規定の適用を受ける場

合における附則第８項の規定の適用については、

同項中「株式等に係る譲渡所得等の金額」とある

のは「株式等に係る譲渡所得等の金額（法附則第

３５条の２の６第１５項の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）」とする。 

  

 （特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の
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新 旧 

繰越控除等に係る国民健康保険税の課税の特例）

 １１ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第

３５条の３第１３項の規定の適用を受ける場合に

おける第８項の規定の適用については、同項中「株

式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式

等に係る譲渡所得等の金額（法附則第３５条の３

第１３項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）」とする。 

  

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税

の課税の特例) 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税

の課税の特例) 

１０ 略 １２ 略 

  

 （先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に

係る国民健康保険税の課税の特例） 

 １３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第

３５条の４の２第７項の規定の適用を受ける場合

における前項の適用については、同項中「先物取

引に係る雑所得等の金額」とあるのは「先物取引

に係る雑所得等の金額(法附則第３５条の４の２

第７項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額)」とする。 

  

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例） 

１１ 略 １４ 略 

  

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

１２ 略 １５ 略 

  

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

１３ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の １６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の
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新 旧 

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約

等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑

所得を有する場合における第３条、第７条、第１

１条及び第２６条の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額から法第３１４条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第３

条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山林所得

金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租

税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規

定する条約適用配当等の額」と、第２６条中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１

２項に規定する条約適用配当等の額」とする。 

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約

等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する

条約適用配当等に係る配当所得を有する場合にお

ける第３条、第７条、第１１条及び第２６条の規

定の適用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租税条約

等実施特例法」という。）第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法

第３１４条の２第２項」と、「及び山林所得金額

の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等

の額」と、第２６条中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施

特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適

用配当等の額」とする。 

  

 （東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係

る譲渡期限の延長の特例） 

 １７ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第

４４条の２第３項の規定の適用を受ける場合にお

ける附則第６項（附則第７項において準用する場

合を含む。）の規定の適用については、附則第６

項中「第３６条」とあるのは「第３６条（東日本

大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例

に関する法律（平成２３年法律第２９号）第１１

条の６第１項の規定により適用される場合を含

む。）」と、「同法」とあるのは「租税特別措置

法」とする。 
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改 正 要 旨 

１ 改正の目的 

  地方税法施行令の一部改正に伴い、金融所得課税の一体化等の見直し等の所要

の整備を図る必要があるため改正するものです。 

２ 改正の概要 

   附則第５項、附則第８項、附則第９項、附則第１６項関係（金融所得課税の

一体化） 

株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と

非上場株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度としました。また、公社債

等を特定公社債等とそれ以外の一般公社債等に区分した上で、上場株式等に係る

譲渡所得等の分離課税及び一般株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組し、損

益通算できる範囲を公社債等にまで拡大して、公社債等の譲渡所得等の非課税制

度は撤廃しました。 

＜金融・証券税制の概要＞ 

 （改正前） 

公社債等 

利子 

源泉徴収 

（申告不可） 

 ＜株式等＞ 

（上場株式等）   （非上場株式等）

配当 

譲渡損益
 譲渡損益

損益通算可能 

  ※公社債等の譲渡益は非課税 

 （改正後） 

＜上場株式等＞ 

（特定公社債等） （上場株式等）

利子 

譲渡損益 

 配当 

譲渡損益

損益通算可能 

    ※特定公社債は国債、地方債等 

３ 施行期日 

  平成２９年１月１日から施行します。 

＜一般株式等＞ 

（一般公社債等） （非上場株式等）

譲渡損益
  

譲渡損益

損益通算可能 


